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 令 和 元 年 第 ４ 回 伊 佐 市 議 会 定 例 会 の 開 会 に あ た り 、議 案

第 8 6号 か ら 議 案 第 1 0 7号 ま で に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 ま ず 、議 案 第 8 6号「 令 和 元 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 ８ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 歳 出 か ら 順 次 説 明 い た

し ま す 。  

 

 総 務 費 に つ き ま し て は 、来 年 度 伊 佐 市 に お い て 開 催 さ れ

る 東 京 オ リ ン ピ ッ ク 聖 火 リ レ ー に 要 す る 経 費 に つ い て 新

た に 措 置 し 、民 生 費 に つ き ま し て は 、事 業 実 績 確 定 に 伴 う

国・県 に 対 す る 精 算 返 納 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置

し た ほ か 、障 害 者 介 護 給 付 費 、重 心 医 療 助 成 費 及 び 児 童 扶

養 手 当 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま

す 。  

 

 衛 生 費 に つ き ま し て は 、事 業 実 績 確 定 に 伴 う 国・県 に 対

す る 精 算 返 納 に 要 す る 経 費 及 び 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 の

廃 止 に 伴 う 水 道 事 業 会 計 へ の 負 担 金 に つ い て 新 た に 措 置

し た ほ か 、牛 尾 湧 水 処 理 施 設 の 管 理 委 託 に 要 す る 経 費 に つ

い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 農 林 水 産 業 費 に つ き ま し て は 、Ａ Ｓ Ｆ（ ア フ リ カ 豚 コ レ

ラ ）侵 入 防 止 緊 急 対 策 支 援 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措

置 し 、商 工 費 に つ き ま し て は 、曽 木 の 滝 公 園 内 の 樹 木 の 撤

去 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

 土 木 費 に つ き ま し て は 、市 道 の 維 持 管 理 に 要 す る 経 費 に

つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ 、消 防 費 に つ き ま し て は 、菱 刈 地

区 農 村 情 報 連 絡 無 線 の デ ジ タ ル 化 に 要 す る 経 費 に つ い て

新 た に 措 置 し た ほ か 、伊 佐 湧 水 消 防 組 合 に 対 す る 負 担 金 に
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つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

教 育 費 に つ き ま し て は 、令 和 ２ 年 度 改 訂 に 伴 う 教 師 用 指

導 図 書 の 購 入 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し た ほ か 、

学 校 空 調 の 整 備 に 伴 う 電 気 料 に 追 加 の 措 置 を 講 じ 、災 害 復

旧 費 に つ き ま し て は 、市 単 独 災 害 復 旧 工 事 に つ い て 追 加 の

措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 以 上 、歳 出 に つ い て 説 明 い た し ま し た が 、こ れ ら の 財 源

に つ き ま し て は 、 市 税 、 分 担 金 及 び 負 担 金 、 国 庫 支 出 金 、

県 支 出 金 、繰 入 金 、諸 収 入 及 び 市 債 を も っ て 充 当 し 、寄 附

金 に つ い て は 減 額 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ２ 億

1 , 5 9 9万 ９ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ 1 6 6億 2 , 7 9 7万 ２ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 こ の ほ か 、年 度 内 に 事 業 が 完 了 す る 見 込 が な い た め 、聖

火 リ レ ー 開 催 事 業 ほ か ６ 件 の 事 業 に 明 許 繰 越 に よ る 繰 越

し の 措 置 を 講 じ 、債 務 負 担 行 為 で は 、西 太 良 地 区 コ ミ ュ ニ

テ ィ セ ン タ ー 運 営 事 業 ほ か ８ 件 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講

じ 、地 方 債 で は 、緊 急 防 災・減 災 事 業 に つ い て 追 加 の 措 置

を 講 じ て お り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 8 7号「 令 和 元 年 度 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事 業

特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）」に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、歳 出 に お い て 保 険 税 の 還 付 金 及 び 事 業 実

績 確 定 に 伴 う 国・県 に 対 す る 精 算 返 納 に 要 す る 経 費 に つ い

て 、 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 3 8
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万 １ 千 円 を 追 加 し 、歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ

れ 4 3億 1 , 5 6 0万 ８ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 8 8号「 令 和 元 年 度 伊 佐 市 水 道 事 業 会 計 補 正

予 算 （ 第 ２ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、「 収 益 的 収 入 及 び 支 出 」の 収 入 に お い て 、

水 道 事 業 収 益 に 1 7 5万 ２ 千 円 追 加 し 、 収 益 的 収 入 の 総 額 を

４ 億 8 5 8万 ４ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 支 出 に お い て は 、 水 道 事 業 費 用 に 3 7 1万 円 追 加 し 、 収 益

的 支 出 の 総 額 を ３ 億 6 , 6 5 9万 ５ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。 

 

 次 に 、「 資 本 的 収 入 及 び 支 出 」 の 支 出 に お い て 、 資 本 的

支 出 に 1 , 0 0 2万 ４ 千 円 追 加 し 、 資 本 的 支 出 の 総 額 を ２ 億

4 , 0 5 6万 ９ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 な お 、資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額 ２

億 1 , 7 3 5万 ７ 千 円 は 、 減 債 積 立 金 、 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保

資 金 及 び 当 年 度 分 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 で 補 填 す る も

の で あ り ま す 。  

 

 こ の ほ か「 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば 流 用 す る こ と が で き

な い 経 費 」 に つ い て も 、 変 更 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 8 9号「 伊 佐 市 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 及 び

伊 佐 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」

の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、成 年 被 後 見 人 等 の 権 利 の 制 限 に 係

る 措 置 の 適 正 化 等 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る

法 律 の 施 行 に よ り 、地 方 公 務 員 法 の 欠 格 条 項 か ら 成 年 被 後
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見 人 及 び 被 保 佐 人 が 除 か れ た こ と 等 に 伴 い 、所 要 の 改 正 を

行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 9 0号「 伊 佐 市 災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。 

 

 本 件 に つ き ま し て は 、災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 法 律

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 い 、災 害 援 護 資 金 貸 付 金

の 償 還 免 除 等 に 関 す る 事 項 に つ い て 、所 要 の 改 正 を 行 う も

の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 9 1号「 伊 佐 市 衛 生 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」に つ い て 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、衛 生 セ ン タ ー の 施 設 新 設 並 び に 消

費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 税 率 改 定 に 伴 い 、使 用 料 の 見 直 し を

行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 9 2号「 伊 佐 市 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、全 て の 簡 易 水 道 事 業 を 上 水 道 事 業

に 統 合 す る た め 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、議 案 第 9 3号「 令 和 元 年 度 伊 佐 市 簡 易 水 道 事 業 特 別

会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、伊 佐 市 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 の 廃

止 に 伴 う 同 会 計 の 令 和 元 年 度 決 算 を 、 地 方 自 治 法 第 2 3 3条

第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、「 主 要 な 施 策 の 成 果 説 明 書 」、監 査 委

員 の 審 査 に よ る「 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 書 」を 添 え て 、議
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会 の 認 定 に 付 す る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 9 4号「 財 産 の 無 償 譲 渡 」に つ い て 説 明 申 し

上 げ ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、昭 和 5 8年 度 の 農 林 業 地 域 改 善 対

策 事 業 に よ り 、 農 事 組 合 法 人 村 岡 養 鶏 組 合 が 設 立 さ れ 、

鶏 舎 及 び 鶏 糞 倉 庫 等 を 建 設 し て ブ ロ イ ラ ー を 生 産 し て

き ま し た が 、補 助 事 業 の 効 果 を 十 分 に 果 た し て き て い る

こ と 、 ｢補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法

律 」に 基 づ く 処 分 期 間 を 経 過 し た こ と 、同 組 合 が 今 後 も

養 鶏 業 を 継 続 さ れ る こ と 等 を 考 慮 し 、こ れ ら の 施 設 を 無

償 で 譲 渡 し よ う と す る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、  

議 案 第 9 5号「 西 太 良 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー の 指 定 管

理 者 の 指 定 」 に つ い て  

議 案 第 9 6号「 羽 月 地 区 公 民 館 の 指 定 管 理 者 の 指 定 」に つ

い て  

議 案 第 9 7号「 田 中 校 区 集 会 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 」に

つ い て  

議 案 第 9 8号 「 湯 之 尾 校 区 集 会 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 」

に つ い て  

議 案 第 9 9号「 本 城 校 区 集 会 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 」に

つ い て  

議 案 第 1 0 0号 「 羽 月 西 青 少 年 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指

定 」 に つ い て  

議 案 第 1 0 1号「 牛 尾 青 少 年 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指 定 」

に つ い て  

議 案 第 1 0 2号 「 山 野 基 幹 集 落 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指

定 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  
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こ れ ら の 施 設 に つ き ま し て は 、各 校 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 協 議

会 の 拠 点 と し て 、主 に そ れ ぞ れ の 校 区 の 方 々 が 利 用 さ れ る

施 設 で あ り 、そ の 性 格 上 、伊 佐 市 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理

者 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 第 ２ 条 第 ２ 項 第

３ 号 に 規 定 す る 公 募 に 適 さ な い 施 設 で あ る と 認 め た た め 、

公 募 は 行 わ ず 、指 定 管 理 者 の 候 補 者 と し て 各 校 区 コ ミ ュ ニ

テ ィ 協 議 会 を 選 定 い た し ま し た 。  

 

こ の こ と を 伊 佐 市 公 の 施 設 指 定 管 理 者 選 定 審 議 会 に 諮

問 し 、選 定 基 準 を 満 た し て い る 旨 の 答 申 を 得 た た め 、令 和

２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ５ 年 ３ 月 3 1日 ま で の ３ 年 間 を 指 定

期 間 と し 、各 校 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 協 議 会 を 指 定 管 理 者 に 指 定

し た い の で 、地 方 自 治 法 第 2 4 4条 の ２ 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 、

議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 0 3号 「 菱 刈 菱 泉 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の

指 定 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

当 施 設 に つ き ま し て は 、菱 刈 鉱 山 の 温 泉 水 を 公 衆 浴 場 等

に 供 給 す る た め の 施 設 で あ り 、そ の 性 格 上 、伊 佐 市 公 の 施

設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 施 行 規

則 第 ２ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 公 募 に 適 さ な い 施 設 で

あ る と 認 め た た め 、公 募 は 行 わ ず 、指 定 管 理 者 の 候 補 者 と

し て 菱 刈 泉 熱 開 発 有 限 会 社 を 選 定 い た し ま し た 。  

 

こ の こ と を 伊 佐 市 公 の 施 設 指 定 管 理 者 選 定 審 議 会 に 諮

問 し 、選 定 基 準 を 満 た し て い る 旨 の 答 申 を 得 た た め 、令 和

２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ５ 年 ３ 月 3 1日 ま で の ３ 年 間 を 指 定

期 間 と し 、菱 刈 泉 熱 開 発 有 限 会 社 を 指 定 管 理 者 に 指 定 し た

い の で 、 地 方 自 治 法 第 2 4 4条 の ２ 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 、 議

会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  
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次 に 、 議 案 第 1 0 4号 「 楠 本 川 渓 流 自 然 公 園 の 指 定 管 理 者

の 指 定 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 指 定 管 理 者 の 公 募 を 行 っ た 結 果 、

１ 社 の 応 募 が あ っ た た め 、伊 佐 市 公 の 施 設 指 定 管 理 者 選 定

審 議 会 に 諮 問 し 、選 定 基 準 を 満 た し て い る 旨 の 答 申 を 得 た

と こ ろ で あ り ま す 。  

 

こ の 答 申 に 基 づ き 、令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ５ 年 ３ 月

3 1日 ま で の ３ 年 間 を 指 定 期 間 と し 、株 式 会 社 伊 佐 建 設 を 指

定 管 理 者 に 指 定 し た い の で 、 地 方 自 治 法 第 2 4 4条 の ２ 第 ６

項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 0 5号 「 市 道 路 線 の 認 定 」 に つ い て 説 明 申

し 上 げ ま す 。  

 

 認 定 路 線 の「 目 丸 永 尾 線 」は 、 延 長 4 5 5ｍ 、幅 員 2 . 6ｍ か

ら 8 . 0ｍ の 路 線 で 、起 点 、終 点 と も に 国 道 2 6 8号 に 接 続 し て

お り 、地 域 住 民 の 交 通 の 利 便 性 や 公 益 性 を 確 保 し て い る こ

と か ら 、道 路 法 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、議 会 の 議 決 を

求 め る も の で あ り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 1 0 6号 「 教 育 長 の 任 命 」 に つ い て 説 明 申 し

上 げ ま す 。  

本 件 に つ き ま し て は 、現 在 、教 育 長 で あ り ま す 森 和 範 氏

の 任 期 が 本 年 1 2月 1 1日 を も っ て 満 了 と な り ま す が 、引 き 続

き 森 氏 を 教 育 長 と し て 任 命 し た い の で 、地 方 教 育 行 政 の 組

織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、議 会

の 同 意 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 1 0 7号 「 教 育 委 員 会 委 員 の 任 命 」 に つ い て

説 明 申 し 上 げ ま す 。  
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本 件 に つ き ま し て は 、現 在 、教 育 委 員 会 委 員 で あ り ま す 、

川 原 惟 昭 氏 の 任 期 満 了 に 伴 い 、新 た に 教 育 委 員 と し て 、長

野 吉 泰 氏 を 任 命 し よ う と す る も の で あ り ま す 。長 野 氏 に は 、

伊 佐 の ふ る さ と 教 育 を 進 め る に あ た り 、こ れ ま で の Ｐ Ｔ Ａ

役 員 と し て の 経 験 や 、長 き に わ た る 消 防 団 へ の 関 わ り 、農

業 従 事 者 と し て の 立 場 等 か ら 貴 重 な 提 言 を い た だ け る も

の と 期 待 し て お り ま す 。人 格 識 見 と も に 優 れ て お り 、教 育

委 員 に 適 任 で あ る と 考 え て お り ま す の で 、地 方 教 育 行 政 の

組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 議

会 の 同 意 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

 以 上 、議 案 2 2件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り ま す 。よ ろ し く

ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

―――  降  壇  ―――  


